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令和５年５月30日改正 

 

（目的） 

第１条 この要項は，富山大学研究推進機構研究推進総合支援センター自然科学研究支援ユニット

機器分析施設（以下「施設」という。）の機器利用に関する必要な事項を定め，施設の機器の活

用を推進することを目的とする。 

（利用の手続き） 

第２条 施設の機器の利用にあたっては，あらかじめ富山大学研究推進機構研究推進総合支援セン

ター長（以下「センター長」という。）が別に定める「利用申請書」を，利用者が施設長を経由

して提出し，利用許可を得なければならない。 

２ センター長は，前項の申請が適当であると認めたときは，これを許可するものとする。 

（利用料金） 

第３条 利用者は，施設の機器を利用したときは，別に定める利用料金を負担しなければならな

い。 

２ 学内の利用料金は，四半期毎に徴収する。 

３ 学外の利用料金は，後納とし，富山大学収入支出責任者が発行する請求書により，指定期日ま

でに納入しなければならない。 

４ 指定期日までに利用料金を支払わないときは，その翌日から納入の日までの日数に応じ，年

３％の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 

（利用条件） 

第４条 利用者の機器利用時間は，土，日，祝祭日，夏季の一斉休業期間及び12月28日から１月４

日を除く午前９時から午後５時までとする。ただし，センター長が必要と認めたときは，これを

変更することができる。 

２ 学外者の利用は，富山大学（以下「本学」という。）の教育研究に支障がない場合に限るもの

とする。 

３ 利用者は，本学担当者の指示に従い，施設機器を利用するものとする。 

４ 機器の利用に必要な消耗品並びに材料等の搬入及び搬出は，すべて利用者が負担し，行うもの

とする。 

５ センター長は，材料を用いた機器の利用を許可する場合，その材料を利用することが不適切と

判断する場合には，機器の利用を許可しないことができる。 

６ 施設機器の利用者が受ける損害のうち，次の各号の一に該当する場合には，センター及び施設

は，その責任を負わない。 

（１）やむを得ない事由により機器の利用ができず，損害が生じたとき。 

（２）利用者自らが持ち込み，使用した材料等に損害が生じたとき。 

（３）施設機器を利用する者の責による事由によって損害が生じたとき。 

（秘密の保持等） 

第５条 本学担当者及び利用者は，機器の利用で知り得た相手方の秘密及び知的財産権等を相手方

の書面による同意なしに公開してはならない。 



２ 測定で得られたデータを外部利用者が公表する場合，原則として富山大学名を使用することは

できない。また，本学を特定できる表現も同様とする。ただし，センター長が大学名の使用を許

可した場合は，この限りでない。 

（利用許可の取り消し） 

第６条 センター長は，利用者がこの要項に反したとき又は機器の利用に当たって重大な支障を生

じさせたときは，利用の途中であっても当該利用の許可を取り消すことができる。 

（損害の弁償） 

第７条 利用者は，自らの責に帰すべき事由により機器等を損傷させたとき又は著しく装置の性能

を低下させたときは，その損害を弁償しなければならない。 

（委任） 

第８条 この要項に規定するセンター長の権限のうち，第２条第２項，第４条第１項，第４条第５

項，第５条第２項及び第６条に定めることについては，富山大学研究推進機構研究推進総合支援

センター自然科学研究支援ユニット長に委任する。 

（雑則） 

第９条 この要項に定めるもののほか，施設の利用に関し必要な事項は，センター長が別に定め

る。 

 

  附 則 

この要項は，平成27年４月１日から実施する。 

附 則 

この要項は，令和５年５月30日から実施する。 

 


